防犯カメラ撮影対象区域の確認同意書
　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　様

住所 

氏名　　　　　　　　　　　　㊞
　

私は、　　　　　　が河内長野市　　　　　　　の　　　　　　に防犯カメラを設置することで、（住居）がその撮影対象区域となることについて、以下の事項を確認のうえ、同意します。

記
１、防犯カメラの設置目的について
防犯カメラは、　　　　　自治会区域の街頭犯罪や侵入盗などの犯罪を抑止するため設置し、それ以外の目的では使用しません。

２、画像、データ及びデータを保存した記録媒体の取り扱いについて
画像は、事件等が発生したおそれのある場合や機器の点検を行う場合など、必要な場合を除き、表示させません。やむを得ず表示する場合は、　　　　自治会で防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るために指定された管理責任者（及び取扱責任者）の許可を得た者が、指定された場所で行います。

また、画像、データ及びデータを保存した記録媒体の外部への持ち出しは、点検を行う場合などの必要な場合に限り、管理責任者（及び取扱責任者）の許可を得て行います。さらに、画像等の保管期間は　　　日間とし、保管期間終了後は、上書き（消去等）など復元できない方法で廃棄します。

３、画像等の目的外利用について

画像等は、設置目的以外の目的のために利用又は提供はしません。ただし、裁判所又は捜査機関等から法令に基づく請求があった場合や、個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められる場合は、管理責任者等の許可を受け、指定した場所で行います。

以　　上

防犯カメラ管理責任者等届出書

　　年　　月　　日

河内長野市長

防犯カメラ設置者　　　　　　

団体名　

住　所　

代表者　

電話番号　

同自治会区域に設置する防犯カメラについて、河内長野市防犯カメラ設置に関する基準第２条の規定により管理責任者等を定めましたので、下記のとおり届け出ます。

記

１、防犯カメラ管理責任者

　　　　　　　

住　所　

　　　　　　　氏　名　

　　　　　　　電話番号　

　　　　　　　

２、防犯カメラ取扱責任者

　　　　　　　

住　所　

　　　　　　　氏　名　

　　　　　　　電話番号　

（参考案）

　　自治会防犯カメラ設置及び管理運用規程
１、趣旨
この規程は、　　自治会　　区域に設置する防犯カメラについて、犯罪の未然防止と犯罪発生時の迅速な対応、並びに当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、河内長野市防犯カメラ設置補助金交付要綱及び河内長野市防犯カメラの設置に関する基準に基づき、その設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

２、設置者等
(1) 防犯カメラの設置者は　　　　　　　とする。
(2) 防犯カメラの管理責任者は　　　　　　　とし、必要があれば管理責任者を補佐するために取扱責任者を定め、管理責任者及び取扱責任者を市長へ届け出ること。
３、設置場所
(1) 防犯カメラは警察等と協議の上、　　　　　　　区域に別図のとおり　台設置する。設置に際しては、個人のプライバシー等に配慮し、撮影範囲が必要最小限となるよう設置するものとする。
(2) 録画装置等は、下記に掲げる場所に設置する。　
所在地　
名　称　


４、防犯カメラの運用及び管理方法
(1) 防犯カメラの作動・録画については、終日（２４時間）行うものとする。
(2) 設置する防犯カメラ・録画装置等の財産は、適切に管理し、防犯カメラの設置場所や撮影対象区域等を変更するとき、又は防犯カメラの設置を中止、廃止する場合は、市長へ届け出ること。
(3) 設置する防犯カメラについては、常に落下防止等の安全処置を講じるものとする。
５、防犯カメラ設置の表示
防犯カメラ設置場所の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」「設置者名」等を記載した看板等を設置する。
６、画像データ等の保管と廃棄
(1) 取得した画像やデータの保管期間は、事件が発生したおそれのある場合など特段の事情がある場合を除き、取得後原則　　日間（概ね７日間）とすること。
(2) 保管期間終了後は設置機器の機能により、上書き、消去等を行い、録画装置等の記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、裁断、破砕等、復元できない方法で処理を行う。
(3) 管理責任者は、画像やデータ、及びデータを保存した記録媒体（以下「画像等」という）を適切に管理するとともに、画像等の不正使用、改ざん、滅失、漏洩その他の事故を未然に防止するため、画像データを記録した媒体を施錠管理するなど、安全管理に努めるものとする。
７、画像等の取り扱い
(1) 防犯カメラにより撮影された画像は、事件等が発生したおそれのある場合や機器の点検等を行うなど、必要な場合を除き、表示させない。
(2) 画像を表示する場合は、管理責任者、又は管理責任者の許可を得た者が行い、管理責任者が指定した場所で行うこととする。
(3) 画像やデータ、データを保存した記録媒体等の外部への持ち出しは、点検を行うなど、必要な場合に限り、管理責任者の許可を得て行うこと。
８、画像等の目的外利用
撮影された画像等は、次に該当する場合を除き、設置目的以外の目的のために利用や提供をしない。ただし、目的外利用する場合は、日時・目的・利用又は提供者・利用又は提供する画像等の範囲を記録保存すること。
(1) 裁判所又は捜査機関等からの法令に基づく請求の場合、ただし、請求は文書によるものとし、提供することについて○○自治会が必要と認めた場合。
(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められる場合。
９．苦情処理
管理責任者はカメラの設置・運用にあたり、住民等から苦情が寄せられた場合には、遅滞なく適切に処理する。
１０．その他
この運用ついて必要な事項は、　　　　　　が別に定める。
附　則
この管理運用規程は、　　　　年　　月　　日から施行する。
※録画装置等を別に設置する場合








